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誰でも楽しめるカンタンで楽しいニュースポーツを体験してみませんか！？

★グラウンド・ゴルフ大会★
　ゴルフをアレンジしたスポーツで、専用のクラブ、ボール、スタートマットを使用してホールポストに
ホールインするまでの打数を競います。

【会　　場】玉里運動公園　多目的広場 （栗又四ケ 2316-1）
【参加資格】市内在住・在勤の 18 歳以上の方　※体験のみの場合には何歳でも可。
【 ル ー ル 】公益財団法人日本グラウンド・ゴルフ協会ルールおよび本大会規定を適用する。
【 表      彰 】優勝から 3 位まで賞状、ホールインワン達成者には記念品を贈呈します。
【申込方法】6 月 17 日（金）までに下記施設へお申し込みください。FAX 可。

　　　　　  申込書は各施設にございます。また、市ホームページからもダウンロード可能です。
　　　　　　  ・玉里 B&G 海洋センター   　　　　    8：30 ～ 22：00（月曜休館）FAX：0299-26-0441
　　　　　　  ・小川総合支所 2 階スポーツ振興課　8：30 ～ 17：15（平日のみ）FAX：0299-58-4526
　　　　　　  ・希望ヶ丘公園                                       　8：30 ～ 22：00（月曜休園）FAX：0299-49-1066

【そ の 他 】雨具、飲み物等は各自持参してください。用具のレンタルもあります（数に限りあり）。

6月26日（日）
午前 9：00 ～　参加無料
※グラウンド・ゴルフについては
　小雨決行、荒天の場合は中止。

★スポーツ吹矢　体験会＆ミニ大会★
　5 ｍ～ 10 ｍ離れた円形の的をめがけて息を吹いて矢を放ち得点を競うスポーツです。前半はスポーツ吹矢
体験、後半はミニ大会を実施します。（表彰あり）

【問い合わせ】 スポーツ振興課　☎：0299-48-1111（内線 2251）

ニュースポーツ大会参加者大募集！

【会　　場】玉里 B&G 海洋センター　体育館（栗又四ケ 2406-4）
【参加資格】小学４年生以上の方　※市外の方も参加できます。
【募集人数】50 人（募集人数を超えた場合は抽選）
【申込方法】 6 月 17 日（金）までにお電話で下記施設までお申し込みください。

　　　　　　  ・玉里 B&G 海洋センター　               8：30 ～ 22：00（月曜休館）☎：0299-26-5761
　　　　　　  ・小川総合支所 2 階スポーツ振興課　8：30 ～ 17：15（平日のみ）☎：0299-48-1111（内線 2253）

【そ の 他 】飲み物等は各自持参してください。雨天でも開催します。

　　　　　主催：小美玉市スポーツ推進委員会
　　　　　後援：小美玉市　小美玉市教育委員会　小美玉市体育協会
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玉里地区地籍再調査事業説明会を開催します

期　　　日 時　　　間 場　　　所

6 月 19 日（日） 10：00 ～ 玉川地区学習等供用施設
14：00 ～ 玉里海洋センター

6 月 26 日（日） 14：00 ～ 玉里保健福祉センター

　地籍調査とは、一筆ごとの土地の所有者、地番、
地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調
査です。人に戸籍があるように、土地にも「地
籍」という戸籍があります。「地籍」とは一筆ご
との土地に関する記録のことで、登記所（法務局）
の土地登記簿に所有者、地番、地目、地積など
が記録されており、その地図（公図）が備え付
けられています。
　玉里地区の地籍調査は、測量実施後 40 年以

上が経過し、現地に境界杭が殆ど残っていない
状況であるため、市では今年度より玉里地区地
籍再調査事業を実施することにいたしました。
　今回の再調査事業では、境界標識の亡失等の
異常があっても、正確な位置に境界点を復元で
きるような方法で調査を行います。
　つきましては、調査開始にあたって土地所有
者の方々を対象とした説明会を開催いたします
ので、ご出席ください。

　・土地境界をめぐるトラブルの未然防止
　　隣接する土地との境界が明確になり、境界杭の位置も記録として残るので、後々の紛争も防止で
　　きます。
　・土地取引の円滑化
　　正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心した土地取
　　引ができるため、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。
　・公共事業の効率化
　　再調査を実施することにより、公共事業における事業計画や用地の買収などで余分な経費と時間
　　をかけないですみ、工事も早く進みます。
　・災害復旧の迅速化
　　土砂崩れや水害等の災害復旧の際、地籍調査の成果を利用して位置を確認できるため復旧作業も
　　効率よく行えます。
　・まちづくりに役立ちます
　　地籍調査の成果を基礎データとして利用することにより、まちづくりにおいてきめ細かい計画立
　　案が可能となります。

【問い合わせ】 農政課　地籍調査室　☎：0299-48-1111（内線 3261）

５月の環境放射線モニタ測定結果

国が定めた除染基準は 0.23 マイクロシーベルト／時を下回るものです。
市では、追加被ばく線量 ｢年間 1ミリシーベルト以下｣ を目指して放射線対策に取り組んでいます。

　市内６３施設で、ガンマ線の空間線量を測定しました。測定の結果、放射線量の最高値と平均値は以下の通
りです。なお、保育園（所）･幼稚園 ･小学校 ･運動公園の子ども広場は地表から５０ｃｍ、それ以外の施設
は１ｍの位置で測定しています。

※測定には「ＰＡ―１０００　Ｒａｄｉ（株式会社　堀場製作所）」を使用しています。
※今後も定期的な測定を行い、ホームページにて公表するほか、市内各庁舎にも結果を掲示します。
　なお、市ホームページにはより詳しい情報が掲載されています。　http://city.omitama.lg.jp/

【最高値】0.119 ／時（5 月 11 日計測）
【平均値】0.086 マイクロシーベルト

【問い合わせ】 防災管理課　放射線対策係　☎：0299-48-1111（内線 1013・1014）
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【問い合わせ】 農政課　振興係　☎：0299-48-1111（内線 1154）

平成 28 年度

農業用廃プラスチックを回収します

　使用済みの農業用プラスチック（ビニール、ポリエチレン）は農業者個人が適正に処理

することが法律により定められています。不法投棄や野焼きは環境汚染や周辺住民の健康

にも影響を及ぼしますので、地域環境の保全のため適正処理をお願いします。

ビニール ポリエチレン

回
収
日
・
回
収
施
設

○平成 28 年
　8 月 　8 日（月）美野里営農経済センター
　9 月　6 日（火）小川営農経済センター
○平成 29 年
    1 月 13 日（金）小川営農経済センター
    2 月 15 日（水）玉里れんこん集出荷所

○平成 28 年
　 7   月   1 日（金）小川営農経済センター
　 9   月 16 日（金）美野里営農経済センター
　11 月 14 日（月）小川営農経済センター
○平成 29 年
      1 月 20 日（金）美野里営農経済センター
      1 月 23 日（月）小川営農経済センター
      2 月 15 日（水）玉里れんこん集出荷所

時
間 午前 9：00 ～ 12：00

種
類

○農業用ビニール
     ・「農ビ」には  農ビ  マークがついています。

○農業用ポリエチレン
     ・ポリ、マルチ、育苗箱、肥料袋など。

登
録
料

年間登録料　1,000 円（平成 28 年度）
  ※排出される場合、登録が必要になります。最初の排出時に登録してください。
  ※登録された方には登録証を発行しますので、排出時には必ず提示してください。

負
担
金

○軽トラック 1 台あたり       1,000 円
○普通トラック 1 台あたり      2,000 円
　※ただし、1 日あたりの負担金が 6,000 円を
　　超える場合は、6,000 円を上限とします。

○軽トラック 1 台あたり       3,000 円
○普通トラック 1 台あたり      6,000 円

注
意
事
項

※泥等は振るい落としや洗浄を徹底してください。
※荷造りは、つづら折りにし、同一素材のひもで縛ってください。
※ヤケ等によりリサイクルできないものは回収できません。
※農ポリのうち、「畦シート、マイカー線、不織布、ブルーシート」は回収できません。
※その他、詳細は下記までお問い合わせください。
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給食食材放射能測定結果（４月測定分）

平成 28 年度政府主催慰霊巡拝の実施

【問い合わせ】
社会福祉課　社会福祉係　☎：0299-48-1111（内線 3225）

　平成 28 年度政府主催慰霊巡拝については、広報お知らせ版４月号でお知らせ済みですが、概算所要額・内
申締め切り日等の詳細が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

実施予定地域名 実施予定時期 募集
予定人員

概算
所要額 内申締め切り日

ハバロフスク地方（旧ソ連）    8 月 21 日（日）～  8   月 30 日（火） 15 名 230,000    締め切り済み
イルクーツク州（旧ソ連）    8 月 28 日（日）～  9   月    6 日（火） 15 名 280,000    締め切り済み
樺太（旧ソ連）    9 月 13 日（火）～  9   月 20 日（火） 15 名 180,000     締め切り済み
沿海地方（旧ソ連）    9 月 27 日（火）～  10 月    6 日（木） 15 名 210,000    6 月 3 日（金）
中国東北地方（中国）    9 月   6 日（火）～  9   月 15 日（木） 15 名 310,000    締め切り済み
東部ニューギニア（南方）　1 班    9 月 21 日（水）～  9   月 28 日（水） 20 名 365,000    締め切り済み
東部ニューギニア（南方）　2 班   同上 同上 405,000  同上
硫黄島（第１次）（南方） 10 月 25 日（火）～ 10 月 26 日（水）   100名 20,000    7 月 1 日（金）
ビスマーク・ソロモン諸島（１班）10 月 29 日（土）～ 11 月    5 日（土） 15 名 350,000    7 月 1 日（金）
ビスマーク・ソロモン諸島（２班） 同上 15 名 367,000  同上
マリアナ諸島（南方） 12 月   1 日（木）～ 12 月    8 日（木） 15 名 226,000    8 月 5 日（金）
ミャンマー（南方）   2 月    1 日（水）～   2 月    8 日（水） 15 名 210,000 10 月    6 日（木）
硫黄島（第２次）（南方）   2 月 21 日（火）～   2 月  22 日（水） 80 名 20,000 10 月 24 日（月）
フィリピン（南方）（1 班）   2 月 15 日（水）～   2 月  24 日（金） 60 名 200,000     9 月 30 日（金）
フィリピン（南方）（2 班）  同上 同上 230,000  同上
フィリピン（南方）（3 班）  同上 同上 300,000  同上

※実施時期・期間等は、相手国の都合等により変更することがあります。

＜参加条件＞
　戦没者の遺族の範囲は、慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の遺族（配偶者（再婚された方を除く）・父母・
子・兄弟姉妹・子の配偶者・兄弟姉妹の配偶者・戦没者の孫・戦没者の甥・姪）です。
※なお、子・兄弟姉妹の配偶者については、夫婦での参加の場合に限られます。
※初参加となる遺族に優先的に参加していただく目的から、過去に参加したことがある遺族については、
    参加が認められません。　
※年齢は、原則として 80 歳以下となっています。（81 歳以上の方は、要相談）

＜その他＞
     参加申込遺族が少数（1 地域あたり 5 名未満）の場合は、巡拝が中止となることがあります。

内申書提出およびお問い合わせ先

【検査件数】学校給食：54件　検出件数：０件
【検出下限値】１０Ｂｑ／ｋｇ　使用機器：ＴＮ３００Ｂベクレルモニター

4月の測定結果では、基準値を上回る放射性物質は検出されませんでした。
市では、給食食材および市民持込の市内産農産物の放射能測定を行っています。測定結果は市ホームペー
ジで公表されています。

【問い合わせ】 学校給食課　☎：0299-56-4855
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　市では地震に強い、安全で安心なまちづくりを推進するため、一定の条件を満たす戸建木造住宅を対象に、
茨城県木造住宅耐震診断士を派遣する『小美玉市木造住宅耐震診断士派遣委託事業』（耐震診断法：一般診断法）
を実施します。
次の要件をすべて満たすことが必要です。
♦♢市内の対象となる木造住宅の要件
　    ①一戸建て住宅（併用住宅の場合は、住宅以外の用途の床面積が過半でないもの）
　    ②昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された住宅
　    ③在来軸組工法、枠組壁工法による木造 2 階建て以下の住宅
　    ④延べ面積が３０㎡以上の住宅
♦♢対象となる市民の方の要件
　    ①対象となる木造住宅を所有し、かつ居住している方
　    ②市税の滞納がない方
♦♢申し込み方法
　   都市整備課および各総合支所の総合窓口課に備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、建築確認を受け           
　　た際の書類等がある場合、その写しを添えてお申し込みください。
♦♢申し込みに必要な費用
　　自己負担金として 2,000 円を茨城県木造住宅耐震診断士派遣決定の際にお支払いいただきます。
♦♢申し込み期限
　　平成 28 年 8 月 31 日（水）。※ただし、土、日、祝日は除きます。先着順で 3 戸になり次第締め切ります。

あなたの家はだいじょうぶ？ 

【問い合わせ】 都市整備課　建築係　☎：0299-48-1111（内線 1414）

人権擁護委員による「全国一斉特設人権相談」を実施します

【問い合わせ】
水戸地方法務局土浦支局　☎：029-821-0792
福祉部社会福祉課　　　　☎：0299-48-1111（内線 3224）

　全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員
法が施行された日を記念して、毎年 6 月 1 日を

「人権擁護委員の日」と定め、人権擁護委員制度
の周知と人権尊重思想の普及高揚を呼びかけて
います。
　人権擁護委員は、市町村長の推薦を受け、法
務大臣から委嘱された民間人で、地域住民の人
権が侵害されないよう常に注意を払い、もし、
人権が侵害されたときは、その相談を受け、被害
者救済のために速やかに適切な処理を行います。
　また、人権の大切さについて、街頭啓発や講
演会などを通じて、理解を深めてもらう活動に
も努めています。
　小美玉市でも、右記のとおり特設人権相談を
実施します。人権擁護委員が、人権問題等でお
困りの方の相談を受け付けます。お気軽にご相
談ください。

開設日時 6 月 3 日（金）  10：00 ～ 15：00

場　　所 四季健康館

※この他に、4 月・8 月・10 月・12 月・2 月の年 6 回
　開設しています。

人
権
擁
護
委
員

井    能   忠   雄 内   田   希代子 細    山   美   好

柳   澤   よしえ 木    村   利   夫 廣    戸   芳   彦

久保田   博　之 長谷川   光　男 藤    井   明   良
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不妊治療費の一部助成を行っております

　市では、不妊治療を受けられたご夫婦に対して、不妊治療費の一部助成を行っております。また、今年度
より助成の対象範囲が変わりましたので、お知らせいたします。

■助成を受けることができる人
　次の要件をすべて満たす方です。
　・法律上の婚姻をしている夫婦で、申請時におい
　　て、夫または妻のいずれか一方が市内に 1 年以
　　上住所を有すること。
　・特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みが
　　ない、または極めて少ないと医師に診断され、
　　特定不妊治療（「男性不妊治療」も含まれます）
　　を受けた方であること。
　・市税の滞納がないこと。
　・茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けた夫
　　婦であること。
　※茨城県不妊治療費助成事業の申請窓口
　　水戸保健所　☎：029-244-2828

■申請方法
　次の書類を添えて、申請窓口にて申請してください。
　（１）　茨城県不妊治療費補助金交付決定通知書の写し
　（２）　領収書の写し、または茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
　　　　なお、申請期限は治療を終了した日の属する年度内です。ただし、やむを得ない事情により年度内
　　　　に申請できない場合は、翌年度に申請することができます。

【申請窓口】
小美玉市健康増進課
　●四季健康館 ( 健康増進課窓口 )
　●小川保健相談センター
　●玉里保健福祉センター ( 健康増進課窓口 )

【問い合わせ】 健康増進課　健康推進係　☎：0299-48-0221（内線 4001）

■助成の内容
　　特定不妊治療に要した費用（入院費や食事代など
　治療に直接関係のない費用は含まれません。）から、
　茨城県不妊治療費補助金を控除した額について助成
　します。申請回数等については以下の通りです。
　○初回の治療開始日において、妻の年齢が、40 歳未
　　満の方は、通算 6 回まで（年間申請回数、通算年
　　数に制限はありません）、40 ～ 42 歳の方は、通
　　算 3 回までとなります。
　※平成 27 年度中に治療が終了している方について
　　は、年齢による制限はありません。

児童手当の「現況届」提出は６月３０日まで
　児童手当を受けている方は、毎年６月に『現況
届』を提出しなければなりません。現況届は６月
上旬に対象となる受給者の方へ送付します。この
届出は、受給者の前年の所得、毎年６月１日現在
における子どもの養育状況など、必要事項を確認
するための書類です。現況届の用紙が郵送されま
したら、必ず期間内に提出してください。
　現況届を期間内に提出しないと、受給資格があ
っても６月分以降の手当が差し止めになり、その
まま一定の期間を経過すると時効により受給資格
を喪失しますのでご注意ください。

※厚生年金に加入している方は、健康保険証の  
　写しを添付してください。
※今年の１月１日に小美玉市内に住民登録のな
　かった方は、今年の１月１日現在居住してい
　た市町村の発行する平成 28 年度児童手当用
　の所得証明書（平成 27 年中の内容）が必要
　です。

【問い合わせ】 子ども福祉課　子ども福祉係　☎：0299-48-1111（内線 3227）　　　
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（表 3 に限り、水道加入金を納付後に課税免除決定通知書の写しを添付した減免申請書を提出してから加入
　金減免額相当額の還付となります。）

　市では、水道普及率向上を目指し、新規水道加入者および口径変更（増径）の申込者の加入金の減免等申
請期間を平成 31年 3月 31 日まで延長しました。
　なお、減免措置の対象になる地域は小川地域、美野里地域です。（玉里地域は湖北水道企業団の区域となり
対象となりません）

【減免の対象】新規水道加入者または既加入者で、（表１）、（表２）、（表３）に該当する方。

水道加入金の減免のお知らせ

  申込時、自家水等の水源を使用している
  新規加入者（一般家庭用のみ）

左記以外の新規加入者
（一般家庭用のみ）

13 ミリメートル   97,200 円→ 免除 97,200 円→  54,000 円
20 ミリメートル 151,200 円→   54,000 円 151,200 円→ 108,000 円
25 ミリメートル 216,000 円→ 118,800 円 216,000 円→ 172,800 円

30 ～ 75 ミリメートル（表 2）の区分で減免

区 分
給水管の口径

  （表１）の区分に該当しないもの【一般家庭用以外に該当する水道新規加入者
　および既水道加入者の口径変更（増径）など】

13 ～ 75 ミリメートル 一律　10,800 円　減免
給水管の口径

区 分

（表 1）

【申し込み期限】　平成 31 年 3 月 31 日　まで
※市の「指定給水装置工事事業者」を通してお申し込みください。
※（表 1）および（表 3）の減免等を受ける場合には、給水開始後継続して 3 年間は小美玉市水道事業の水道
　   水の供給を受けなければなりません。所有権、使用者権等を移転したときも同様となります。これに反し  
　  た場合は加入金減免額相当額を支払わなければなりません。（表２）の減免を受ける場合には適用されません。

【問い合わせ】
上下水道料金お客様サービスセンター　☎：0299-36-8811（直通）
水道課　業務係　　　　　　　　　　　☎：0299-48-1111（内線 6203・6204）

①継続して 3 年以上使用する場合、加入金の額から 43,200 円を減免することを基本とします。
　自家水等を使用している方が、小美玉市水道事業の上水道に切り替えることを目的として申し込みを行う
    場合には、加入金の額から 97,200 円を減免します。
②減免対象とする用途種別は「一般家庭用のみ」となります。「一般家庭用」以外に該当する賃貸借物件・
    店舗・事務所等は（表２）の区分となり、（表１）での減免は対象となりません。

（表 2）

①加入金の額から 10,800 円を減免することを基本とします。
②減免対象とする用途種別は（表１）の区分に該当しないものを対象とします。
③口径変更は、増径した時の加入金の差額から減免します。

  「小美玉市産業活動の活性化および雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に
　関する条例」第 4 条および同条例施行規則第 8 条に規定する課税免除を平成 28 年
　4 月 1 日以降の申請により新たに適用された法人

13 ～ 75 ミリメートル 一律　免除
増口径 差額分　免除

給水管の口径

区 分

（表 3）　新規：平成 28 年 4 月 1 日からの新たな制度　

①（表 2）の減免申請で減免を受けた後でも（表 3）の申請は可能です。
②対象は、給水装置の新設等の工事を平成 28 年 4 月 1 日以降に申請した新規水道加入者等に適用されます。
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事業区分 補助内容 補助額

特  産  品
開発事業

 （１）地域の特色を活かした特産品等の開発に 
　　   要した費用。
           ①原材料費（試作時のもの）
           ②機械器具購入費
             ＊原則として「平成○○年度　小美玉  
　　　　　市特産品等開発事業補助」および
　　　　　「おみたん」を表示することとする。
　　 ③研究開発費および検査費等
 （２）新たに開発された新製品等の PR に要し
　　  た費用
          ①デザイン・商標に要した経費
          ②印刷費
 （３）その他、目的を達成するために市長が認
　　　めたもの

予算の範囲内で対象経費の
2/3 または 200,000 円のいずれか低い額。

【補助要件】
【1】他の法令、要綱等による補助事業との

　　併用はできない。
【2】市場販売後、概ね 3 か月以上経過した

　　もので、今後一定期間販売される見込み
　　のあるもの。

小美玉市
（茨城空港）

P R 事業

小美玉市を PR する、または茨城空港を PR す
るイラスト・ロゴ等を表示した包装紙等の作
成に要する費用。
表示面積は 1 箇所あたり概ね 20 平方センチ
メートル以上とし、包装等を行ったときに目
視できるものとする。但し個包装等を行う場
合はこの限りではない。

作成に要した経費のうち１件あたり 50,000 円
を限度。

（当該年度１回に限る。）

【補助要件】
【1】他の法令、要綱等による補助事業との

　　併用はできない。
【2】農水産品出荷用ケース等は対象外とする。

　小美玉市では特産品の開発等を促進させるため、中小企業者、または中小企業団体
が行う新製品の開発、および開発された新製品等の PR、または市および茨城空港を
PR する（した）経費について補助を行っています。
　実施の場合は、事前に協議が必要となりますので商工観光課までご連絡ください。
※「特産品」とは、主として小美玉市内の産品を使用して加工、製造される農畜水産
　  加工品、工芸品等をいう。

【補助対象者】
　・市内に居住、または営業等する者で市税等の滞納のない中小企業者
　・市内居住者等が過半数を占める団体等
【補助対象期限】平成 29 年 3月 31 日（予算がなくなり次第終了）

小美玉市特産品等開発事業補助金制度のご案内

【問い合わせ】 商工観光課　☎：0299-48-1111（内線 1161・1162）

【補助対象事業】
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「手話奉仕員養成講座（入門課程）」の受講者を募集！

【問い合わせ】 社会福祉課　相談支援係　☎：0299-48-1111（内線 3122）

　聴覚障がい等のある方とのコミュニケーションを支援する「手話奉仕員」養成のため、
入門課程講座の受講者を募集します。日常生活に必要なあいさつから、自己紹介がで
きる程度までの基本を学びます。
　手話に興味のある方、将来的に手話通訳者や手話通訳士を目指そうという方の参加
をお待ちしています。

【日　時】 
平成 28 年 7 月 5 日～平成 29 年 3 月 14 日
火曜日 13：30 開講 ( 祝日を除く )
月に 2 ～ 4 回実施　全 22 回

【場　所】
玉里保健福祉センター視聴覚室・ボランティア室

（上玉里 1122）

【対象者】
以下の条件すべてを満たす方を対象とします。

（１）小美玉市内に居住または勤務されている方
（２）市登録手話奉仕員を目指して、向上心を持って

　　   受講できる方
【講座内容】

手話で挨拶・自己紹介ができるレベルを目指します

【定　員】
20 名程度（先着順）

【費　用】
3,240 円（テキスト代は実費負担。キャンセル不可）

【申し込み方法】
テキスト代を添えて下記の福祉事務所にてお申し込
みください。
※申し込み者が少数の場合には中止となることが　
あります。
小美玉市福祉事務所　
　・小川支所（小川総合支所内）
　・美野里支所（四季健康館内）
　・相談支援係（玉里総合支所内）

【申し込み期限】平成 28 年 6 月 20 日（月）

６月・７月の漏水修理当番

当番日
小川地区・美野里地区

当番日
小川地区・美野里地区 玉里地区

当番業者名・連絡先 当番業者名・連絡先 連絡先

６月　４日 ㈱川名工務店 ☎ 46-0305 ７月　２日 ㈲清司工務店 ☎ 48-2389

湖北水道
事業団

☎ 24-3232

６月　５日 ㈱広瀬商事 ☎ 53-0833 ７月　３日 ㈱小林工業 ☎ 48-2375

６月１１日 ㈱岡建設 ☎ 58-3572 ７月　９日 ㈱出沼興業 ☎ 58-2467

６月１２日 ㈱中村．建工 ☎ 49-1466 ７月１０日 ㈲大和田建設 ☎ 48-3351

６月１８日 金敷電設工業㈲ ☎ 48-0211 ７月１６日 ㈱ｴｲﾌﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ☎ 47-0882

６月１９日 ㈲山口水工 ☎ 58-0129 ７月１７日 ㈱内田工業 ☎ 54-0041

６月２５日 ㈱大栄 ☎ 58-5851 ７月１８日 興和工業㈱ ☎ 49-1103

６月２６日 ㈱勝樹設備 ☎ 48-3552 ７月２３日 ㈲尾形工務店 ☎ 58-1701

７月２４日 ㈱オカザキ ☎ 46-3930

７月３０日 ㈱内藤工務店 ☎ 58-2050

７月３１日 ㈲永作設備 ☎ 58-2819

平日の漏水当番については、
お客様センター（☎ 36-8811）
までお問い合わせください。



平成 28 年 5月 26 日　お知らせ版10

犬・猫の飼い方マナー

　犬や猫を飼うにもルールとマナーがあります。

　最近、苦情が多く寄せられています。

　飼い主は動物愛護の精神のもと家族の一員として最後まで責任をもって飼

いましょう。

のら猫などには絶対餌付けをしない

　のら猫に餌付けをすると、その場所に住みついて大繁殖し、ご近所に多大な迷惑をかけます。猫は餌を受

けとらなくても生きていきます。責任をもって飼えないのならば、かわいそうでも絶対に餌付けはしないで

ください。

誰からも愛されるペットに

　愛犬・愛猫の関係がうまくいっていて、毎日楽しい暮らしをしているとしても、どこかの誰かに迷惑をか

けているとしたら正しい飼い方とはいえません。

　世の中は動物が嫌いな人、苦手な人もたくさんいます。そのような人にも理解が得られるよう、ルールと

マナーを守りましょう。

散歩中のフンは持ち帰る1

犬の放し飼いはしない2

3 猫は室内飼育をする

ペットは絶対捨てない4

5 無理な多頭飼育をしない

飼い方のマナー

　犬・猫の避妊および去勢手術にかかる経費の一部を補助をします。

【対　象】

　小美玉市に住民登録があり、世帯で 27 年度の市税を滞納していない方の飼犬・猫 ( 飼い犬は登録・

平成 28 年度狂犬病注射済に限る )

【補助金額】

避妊手術１頭当たり、4,000 円　去勢手術１頭当たり、3,000 円（犬猫同額）

【申請から補助金支払いまでの流れ】　

①申請書を環境課または小川総合窓口課または玉里総合窓口課に提出（用紙は各所にございます）

②市で事務処理後、交付決定通知書発送

③交付決定通知書を受け取った後、手術を受ける

④手術後、実績報告書（獣医師署名捺印）、交付請求書を市へ提出（猫については、猫のみの写真を提出）

⑤実績報告書、交付請求書を受理した後、指定された口座へ振り込みます

小美玉市動物愛護活動支援補助金

（犬・猫の避妊および去勢手術補助）のご案内

【問い合わせ】 環境課　☎：0299-48-1111（内線 1141）
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犬・猫のマイクロチップの装着について助成します
　県では、茨城県知事と茨城県獣医師会長との間で「災害時動物救護協定」が締結されたことをきっかけと

して、不測の事態に遭遇した犬・猫が無事飼い主に戻るためにマイクロチップの装着を推進し、その一環と

してマイクロチップを埋め込んだ犬猫のデータ登録料を助成する事業を実施しています。

【データ登録助成事業】

◇実施期間

　平成 28 年 4 月 1 日から助成頭数達成日まで

　（平成 27 年度事業実績 689 頭）

◇助成頭数

　先着 1,000 頭（犬・猫の区別なし）

◇助成対象

　飼い主が茨城県内に在住し、実施期間内に茨城

　県獣医師会会員の動物病院でマイクロチップの

　埋め込みを実施した犬・猫

◇助成内容

　日本獣医師会マイクロチップＩＤデータ登録料

　１頭につき1,000円を本会で負担する。ただし、

　期間内に本会経由で登録手続きを行った場合の

　登録料に限定する。

【埋め込み助成事業】

◇実施期間

　平成 28 年 4 月 1 日から助成頭数達成日まで

　（平成 27 年度実績 551 頭）

◇助成頭数

   先着 1,000 頭（犬・猫の区別なし）

◇助成対象

　飼い主が茨城県内に在住し、実施期間内に茨城県獣

　医師会会員の動物病院でマイクロチップの埋め込み

　を実施した犬・猫（ペットショップ等で埋め込んだ犬・

　猫は対象外）

◇助成金額

　1 頭につき 2,000 円（犬・猫の区別なし）

◇助成内容

　動物病院から送付された「マイクロチップデータ登

　録申込書」の受付をもって助成の受け付けとする。

　本会より飼い主宛に助成金を交付する問い合わせ先　

公益社団法人茨城県獣医師会事務局

☎：029-241-6242   FAX：029-241-6249

　県では、環境美化意識や自然を愛する感性を育むとともに、花づくりをとおした地域、コミュニテイの再生・

活性化を図るため、花いっぱい運動に継続して取り組んでいる、また取り組もうとしている各種団体・学校

に対して支援を行いこの運動がさらに定着し発展していくきっかけとなることを目的に実施します。

花いっぱい運動定着化促進事業　

【対象団体】

花いっぱい運動に継続して取り組む意欲のある各種団体・学校

○自治会・町内会・地域コミュニティ団体

○子ども会・女性団体・老人クラブ

○学校（保育所・幼稚園なども含む）　　　など

【支援内容】

各種団体・学校が「花いっぱい運動」を継続的に進めていくための費用の支援

（１団体・学校あたり５万円以内）

【支援対象経費】

○花壇の造成費用等（プランター、鉢等の購入費用も含む）

○シャベル等の道具の購入費用

○花の種・苗等の購入費用

○その他花いっぱい運動に必要と認められる経費

【応募方法】

応募用紙と写真を提出

○専用の応募用紙　

○写真 3 ～ 5 枚（L 版カラー①花壇全景、②花壇アピール写真、③活動の写真）

【募集締め切り】

8 月 26 日

【応募方法・問い合わせ】

大好きいばらき県民会議　

☎：029-224-8120　FAX：029-233-0030　ホームページ　http://www.daisuki-ibaraki.jp/
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予 防 接 種 の お 知 ら せ

日本脳炎ワクチン

　日本脳炎予防接種は、平成 17 ～ 21 年度に積極的勧奨が差し控えられておりました。その後、新たなワ

クチンが開発され、現在は通常通り予防接種を受けられるようになっています。

　なお、下記の特例対象者にあたる方は、積極的勧奨の差し控えにより、接種回数が不足している場合があ

ります。母子健康手帳などをご確認のうえ、不足分の接種を受けていただくようお願いいたします。

【通常のスケジュール】

   ◆ 平成 19 年 4 月 2 日以降 に生まれた方  

対象年齢
（標準的な接種年齢）

接種方法

1 期

生後 6 か月 ～ 7 歳 6 か月未満

（１期初回　3 ～ 4 歳）

（１期追加　4 ～ 5 歳）

1 期初回：6 ～ 28 日以上の間隔をあけて 2 回接種

1 期追加：1 期初回終了後おおむね 1 年の間隔をあけて 1 回接種

2 期
9 歳以上 13 歳未満

（9 ～ 10 歳）
対象年齢内に 1 回接種

【特例対象者】

   ◆ 平成 7 年 4 月 2 日 ～ 平成 19 年 4 月 1 日 生まれの方   

　　 20 歳になるまでの間、１期２期（合計４回）の残りの回数を受けることができます。

接種方法（※）

１期（初回 2 回・追加 1 回）・2 期（1 回）の不足分を接種します

　◆ 平成 19 年 4 月 2 日～平成 21 年 10 月 1 日生まれの方  

接種時の年齢 接種方法（※）

 生後 6 か月 ～ 7 歳 6 か月未満  １期（初回２回・追加１回）を接種します

 ７歳６か月 ～ ９歳未満  接種できません

 ９歳以上１３歳未満
 １期（初回２回・追加１回）の不足分を接種できます
 １期接種完了後、２期（１回）を接種します

※接種間隔については医師とご相談ください。

【料　　金】

　無　料　（対象年齢を過ぎると自費となります）

【接種方法】

　事前に指定医療機関に予約をお願いします。

　接種当日は、母子手帳と予診票をご持参のうえ接種を受けてください（※予診票をお持ちでない

場合は、右記問い合わせ先にて発行しますので、母子手帳をお持ちのうえお越しください）。
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麻しん風しん混合ワクチン

麻しん（はしか）とは・・・

　麻しんウイルスの感染によって起こる病

気です。

　感染力が強いため、予防接種を受けて予

防することが大切です。感染すると、高熱・

せき・鼻汁・目やに・発疹といった症状が

みられます。肺炎・中耳炎・脳炎などの合

併症を引き起こすことがあります。

風しんとは・・・

　風しんウイルスの感染によって起こる病

気です。

　感染すると、高熱・発疹・関節痛・後頸

部リンパ節腫脹などがみられます。妊娠中

の女性がかかると、赤ちゃんにも感染し、

耳が聞こえにくい・目が見えにくい・心臓

に病気があるなど、「先天性風しん症候群」

という病気になるおそれがあります。

【問い合わせ】 健康増進課（四季健康館）    ☎：0299-48-0221（直通）
小川保健相談センター　　  ☎：0299-58-1411（直通）
玉里保健福祉センター           ☎：0299-48-1111（内線 3310・3311）

平日　8：30 ～ 17：15

対象者

以下の要件（①～④）をすべて満たす方

　① 予防接種を受けた日において、小美玉市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方

　　　１）妊娠を希望している女性

　　　２）妊娠を希望している女性の夫（内縁の夫および結婚予定者を含む）

　　　３）妊娠中の女性の夫（内縁の夫および結婚予定者を含む）

　② 平成７年４月１日以前 に生まれた方

　③ 風しんにかかったことがない または 風しんワクチンの予防接種を受けたことがない方

　④ 予防接種を受けた日が  平成２８年４月１日以降 であること

対象ワクチン 麻しん風しん混合ワクチン または 風しんワクチン

助成額 3,000 円

助成期間 平成 28 年 4 月 1 日   ～　平成 29 年 3 月 31 日

申請方法

医療機関にて接種費用を全額支払った後、下記問い合わせ先までお早目に申請ください。

【申請時に必要なもの】

□ 予防接種の領収書

    （接種者名、医療機関名、予防接種名、領収金額、領収日の記載があるもの）

□ 通帳（振込口座のわかるもの）　□ 印鑑　□ 妊婦の母子手帳（妊娠中の女性の夫の場合）

備考
※ 妊娠している女性は予防接種を受けることができません。

※ 妊娠を希望している方が予防接種を受けた場合、接種日から 2 か月は避妊が必要です。

対象年齢 接種回数

1 期  １歳～２歳未満
1 回

2 期  ５歳～７歳未満（小学校入学前）

【料　　金】

　無　料　（対象年齢を過ぎると自費となります）

【接種方法】

　事前に指定医療機関に予約をお願いします。

　接種当日は、母子手帳と予診票をご持参のうえ接種を受けてください（※予診票をお持ちでない場合は、

下記問い合わせ先にて発行しますので、母子手帳をお持ちのうえお越しください）。

風しんワクチン（大人）
市では、大人の風しん予防接種について、以下の助成をおこなっております。

【対象者】
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Ｄｒ.ドクタードクター の お り いお り い っ た 話

小美玉市医療センター（指定管理者：医療法人財団 古宿会）
医療保険課　地域医療推進係【問い合わせ】 ☎：0299-58-2711

☎：0299-48-1111( 内線 1107)

“歩くと足が痛い”“足の冷え”

　このような症状は、閉塞性動脈硬化症（へい
そくせいどうみゃくこうかしょう）の疑いがあ
ります。⇒脚の血管に現れた動脈硬化です。
　閉塞性動脈硬化症は、最初のうちは痛みも弱
く、休むと治まるので、一時的なものと思いが
ちです。シップ薬やマッサージをする方も多い
ようですが、この病気は、動脈硬化による血管
の詰まりが原因であり、このような方法では、
改善が見込めません。
　痛みを我慢して放置してしまうと、次第に歩
ける距離が短くなり、やがて、何もしていない
ときでも痛みが出るようになります。さらに症
状が進んでしまったときは、脚を切断しなけれ
ばならないこともある、とても恐ろしい病気で
す。
　閉塞性動脈硬化症は、特に中高年の男性に多
くみられるため、40 歳代半ばになったら注意
が必要です。

　基本は、適度な運動を行うことです。
　血流障がいが重度のときは、カテーテル治療・
手術（人工血管バイパス術）・血管再生療法など
があります。特にカテーテル療法は、負担が小
さく、効果的であり、再び血管が狭窄・閉塞す
る割合が少なくなっています。

『 閉 塞 性 動 脈 硬 化 症 』 に 要 注 意

いつものように歩いていたら、“もも”
　 や“ふくらはぎ”が痛くなり、
　　　　　　　　　　　歩けなくなった

休むと歩けるが、また痛くなった

足の冷感足の冷感

足のしびれ足のしびれ

歩くと痛む歩くと痛む

足の病気？血管の病気かも・・・

脳梗塞や
 　心筋梗塞の
  　　リスクも高い！

比較的容易な診断

とても怖い病気が潜んでいる
　『閉塞性動脈硬化症』　その病気は・・・

　それは、閉塞性動脈硬化症と診断された段階
で、脚だけでなく、脳や心臓などの血管にも動
脈硬化が及んでいることです。
　つまり、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高くな
っています。

　閉塞性動脈硬化症の５年相対生存率は、約
70％となり、この値は、大腸がんと同じです。
　“脚が痛いだけ”と安易に放置してしまうと、
動脈硬化が進んでしまいます。

　閉塞性動脈硬化症は、足の皮膚温、足背の動
脈拍動の有無や足の血圧を測定し、診断します。

　また、神経性の合併症も散見されることで、
可能であれば、整形外科医も含めた相互診察も
必要かと思われます。

　ただし、正確な病変部位診断のためには、循
環器外科専門医を受診し、超音波、ＣＴ、ＭＲＩ、
血管造影の諸検査が必要となります。

気になる方は、循環器科や
　　　血管の専門医に受診を！

閉塞性動脈硬化症は、
　 カテーテル治療・手術が
　　　必要になることがあります

小美玉市医療センター　循環器内科医　藤﨑正之　
（毎週土曜日【午前】の診療を担当） 

【循環器専門医/心臓血管外科専門医/脈管専門医/ステントグラフト実施医】
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ジカ熱についてのお知らせ

　蚊（ヒトスジシマカ等）を媒介として感染する感染症に「ジカ熱（ジカウイルス感染症）」があります。

中南米・アジア太平洋地域に渡航される方はご注意ください。

【ジカ熱について】

　ジカウイルスに感染することでおこる感染

症です。症状には、発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、

発疹、結膜炎、疲労感などがあります。発症

しても症状は軽く、予後は比較的良好です。

　アフリカ、中南米、アジア太平洋地域で流

行がみられています。近年は中南米で流行が

拡大しています。日本国内では、海外で感染

し発症した例が５例あります。

【蚊の予防対策】

・蚊にさされない工夫

　ヒトスジシマカは、日中（とくに日没前後）

　に活動し、ヤブや木陰などでよく刺されま

　す。その時間帯に屋外で活動する場合は、　

　長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を控え

　ましょう。虫除けスプレー、蚊取り線香な

　どの使用も効果的です。

【ジカ熱に関する参考情報・相談窓口】

厚生労働省ホームページ
　http://www.mhlw.go.jp/stf/　　　　　

　seisakunitsuite/bunya/0000109881.

　html

妊婦の方の相談窓口
　水戸保健所　　健康増進課　

　☎：029-244-2828

　小美玉市役所　健康増進課

　☎：0299-48-0221

①近年、ブラジルにおいて小頭症の　

　新生児が増えており、ジカウイルス

　との関連が示唆されています。この

　ため、妊婦の方は流行地への渡航を

　控えた方が良いとされています。や

　むを得ず渡航する場合は、蚊に刺さ

　れないよう対策を講じることが必要

　です。

②性交渉による感染リスクも指摘され

　ています。流行地域から帰国した男

　性は、症状の有無にかかわらず最低

　４週間、性行為の際にコンドームを

　使用するか性行為を控えてください。

【問い合わせ】 健康増進課　健康推進係　☎：0299-48-0221（内線 4001・4003）

＊流行地域に渡航される方へ　
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【活動内容】
★ジュニアリーダー研修会（キャンプ、野外活動、創作活動等）
★子ども会イベント（お楽しみ会、クリスマス会等）
★市行事（ふるさとふれあいまつり、福祉まつり、子どもまつり等）
★リーダーとして必要な知識や技術を習得するための研修会 　etc

【活  動 日 】通年
【登録要件】高校生（市内に在住している方）

　　　　　  ※やる気のある方ならどなたでも歓迎
  　　　　　※活動場所に自分（家族送迎含む）で行き来できる方

【 会 　 費 】１４０円（全国子ども会安全共済会掛金）
【お申し込み方法】
・登録を希望される方は、申込書に必要事項をご記入の上、会費を添えて
　小美玉市生涯学習センター（コスモス）へお申し込みください。（持参のみ）

・申し込み期限は設けていませんので、年度の途中からでもお申し込みできます。（随時受付中）
【お申し込み・お問い合わせ先】

〒 311-3433　　小美玉市高崎 291-3
小美玉市生涯学習センター（コスモス）小美玉市子ども会育成連合会担当　☎：0299-26-9111

ジュニアリーダー会員募集！

　ジュニアリーダー会は、子ども会活動の支援をはじめ地域のイベントなどに参画する高校生中心のグ
ループです。この機会に会員になって一緒に活動しませんか？
　興味がある方はぜひ登録をお願いします。皆さんのご参加をお待ちしております。

フリガナ      
男・女 生年月日 平成　　年　　月　　日

氏名

住所
自宅電話

携帯電話

学校名 学年

〒　　　－

上記の者が、ジュニアリーダーとして活動することを承諾します。

平成　　　年　　　月　　　日　　　

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

小美玉市子ども会育成連合会会長　殿　　

小美玉市ジュニアリーダー会員登録申込書

主役は君だ

新しい仲間がまっているよ

みんなで楽しく活動しませんか？

小美玉市子ども会育成連合会

性
　
別
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学ぶ楽しさ∞コスモスプロジェクト企画

大地から生まれたことば
～アメリカ先住民の英知を学ぼう～  展
　めまぐるしく変化する現代社会の中で、ともすれば私たちは自分を
見失い、自信をなくしてしまいます。今回コスモス展示ホールにおい
てアメリカ先住民の言葉のパネル・写真・民芸品を展示します。大地
に根ざし、宇宙の摂理に従う生き方から生まれる言葉には、私たちを
元気づけてくれる知恵があります。単純な言葉は私たちの魂に直接響
いてきます。「ハッ」と気づかされることも多いでしょう。静かに想
いをめぐらす時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？

【展示期間】6月 12 日（日）～ 6月 26 日（日）
【場　　所】生涯学習センター（コスモス）展示ホール
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―　トークイベントを開催します　―

　彼らも現実には変わることを余儀なくされて
いる面もあります。それも含めて、アメリカ先
住民の歴史、文化、精神、今の生活などを知っ
てもらい、理解してもらうために、姉妹都市ア
メリカ・カンザス州アビリン市から来ている親
善大使ジェフリー・ハーガさんにお話をしてい
ただきます。通訳は、玉里英会話サークル「Ｋ
ＩＷＩ」代表の菊地方美さんが努めます。どう
ぞおいでください。

Jeffrey　Haaga

菊地　方美
・玉里英会話サークル
　「ＫＩＷＩ」　代表
・「コスモスプロジェクト」
　メンバー

・2014 年カンザス州立大学卒
　アメリカの民俗学、政治学
　を修める。

【期　日】6 月 25 日 ( 土 )  14：00 ～ 15：00
【場　所】生涯学習センター（コスモス）集会室

【問い合わせ】 生涯学習センター　　　　　　　☎：0299-26-9111（内線 3611）
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【問い合わせ】 生涯学習センター　　　　　　　☎：0299-26-9111

第 9回小美玉市男女混合バレーボール大会参加者募集‼
【期　　日】７月３日（日）
【会　　場】玉里 B ＆ G 海洋センター体育館（メイン会場）、玉里中学校体育館
【参加資格】小美玉市在住・在勤の方で構成した男女混合チーム

　　　　　  または、小美玉市バレーボール協会に登録のチーム
                        ※男子４人以下、女子５人以上とします。 ※女子９人でも可能です。
                        ※中学生以下でチーム構成をする場合は、保護者の同意が必要です。

【 ル ー ル 】    9 人制ルールでネットの高さは 2m10cm、ボールは 4 号球で行います。
　　　　　   その他、ローカルルールを採用しますので、詳細は実施要項をご覧ください。

【 参 加 費 】1,000 円（当日徴収）
【参加申込】  所定の参加申込用紙にご記入のうえ、6 月 15 日（水）17：00 までに、

　　　　　 下記問合せ先へ FAX でお申込みください。
【 そ の 他 】参加申込用紙・実施要項は、スポーツ振興課・玉里運動公園・希望ヶ丘公園にございます。

　　　　　  また、小美玉市ホームページよりダウンロードも可能です。
【 主　  催 】小美玉市バレーボール協会
【問い合わせ先】  小美玉市バレーボール協会　大会担当：矢口　

　　　　　　　  ☎：0299-56-3072（職場）　FAX：0299-56-3084

平成 28 年度　史料館ケースギャラリー展

発掘調査おみたま
　平成 26・27 年度に小美玉市内で実施した試掘・
発掘調査のなかから、新発見遺跡を含む 5 遺跡の
調査成果をご紹介します。

【会    場】玉里史料館　展示室
【会    期】6 月 4 日 ( 土 ) ～ 7 月 31 日 ( 日 )
【休館日】毎週月曜日、7 月 19 日 ( 火 )
【入館料】無　料

宮後遺跡　古銭堀之内遺跡　堀跡
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小美玉市図書館・図書室カレンダー

小　川　図　書　館	 全日 9：30 ～ 20：00

　　　　　　　　　　　　祝日 9：30 ～ 17：00

玉　里　図　書　館	 全日 9：30 ～ 18：00

美野里公民館図書室	 全日 9：30 ～ 22：00

羽鳥ふれあいセンター	 全日 9：30 ～ 22：00

開
館
時
間

＊■は小川図書館・玉里図書館・ふれあいセンターの休館日です。
＊■は小川・玉里図書館の図書整理日のため休館です。
＊■は美野里公民館の休館日です。
＊■は玉里図書館・美野里公民館・ふれあいセンターの休館日です。
　　　（小川図書館は開館）
＊　　 は小川図書館が蔵書点検のため休館です
＊     は玉里図書館が蔵書点検のため休館です

Ａコース
6 月 16 日　7 月 7 日・21 日

Ｂコース
6 月 9 日・23 日　７月 14 日・28 日

＜移動図書館ふれあい号運行予定表＞

巡　回　場　所 時　間
　

小
川
・
　

　
玉
里
　

玉里保育園前 　9：30 ～ 10：00
老人ホームハートワン駐車場 10：45 ～ 11：10
野田官舎前　石崎商店駐車場 11：20 ～ 11：50

美
野
里

十二所公民館前 13：30 ～ 14：00
ミーム保育園 ( 羽鳥東 ) 駐車場 14：15 ～ 15：00
エコス美野里店　駐車場 15：10 ～ 15：30

巡　回　場　所 時　間
清風台団地中央公園前 10：30 ～ 11：00
ケアハウスほうせんか駐車場 11：10 ～ 11：40
北浦公民館前 13：15 ～ 13：45
江戸住宅コミュニティセンター前 13：55 ～ 14：25
小美玉敬愛の杜　駐車場 14：45 ～ 15：20

６
月･

７
月
の

お
は
な
し
会

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

・６月１１日（土）・６月２５日（土）
・ ７月　９日（土）・７月２３日（土）

玉里図書館
生涯学習センター（コスモス）１階　和室

・６月１８日（土）・７月１６日（土）
美野里公民館図書室
美野里公民館　２階　講座室

・６月２５日（土）・７月２３日（土）開始時間（各会場）　１０：３０～

7 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

6 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

桜桃忌
　新戯作派・無頼派の作家太宰治の忌日で、「太宰忌」ともいう。俳句の「夏」の季語にもなっ
ている。1948 年 6 月 13 日、太宰は愛人山崎富栄とともに玉川上水に入水自殺した。没年 38 歳。
だが、遺体が上がったのは 6 日後の 6 月 19 日。くしくもこの日は、太宰の誕生日でもあったこ
とから、太宰を偲ぶ日となった。「桜桃忌」の名付け親は、同郷で太宰と親交の深かった直木賞
作家今官一である。太宰晩年の短編小説「桜桃」の名にちなんで命名した。毎年この日、太宰の
墓があり、法要が営まれる三鷹市禅林寺には、全国から多くのファンが集まる。　　

太宰治名作集 小学生に読ませたい名作 10 話　 　　　　　太宰　 治　著　世界文化社
泣ける太宰笑える太宰 太宰治アンソロジー 　　　　　　　　同上 　　　   言　視　舎 
斜陽 人間失格 桜桃 走れメロス 外七篇　　　　　 　　　　　 同上　　　    文 芸 春 秋
走れメロス　改版 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同上　　　　角 川 書 店
太宰治全集 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同上                 筑 摩  書 房

関　連　本

蔵書点検による臨時休館について
小川図書館は蔵書点検のため 6 月 1 日（水）～ 5   日（日）まで休館になります。 
玉里図書館は蔵書点検のため 6 月 7 日（火）～ 14 日（火）まで休館になります。
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７月のほけんがいど７月のほけんがいど
●母子保健事業

とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
4 月 小川保健相談センター 育児相談（9:30 ～ 11:00） 乳幼児と保護者
6 水 四季健康館 2 歳児歯科健診（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成 26 年 1 月～ 2 月生）
7 木 四季健康館 10 か月児相談（9:30 ～ 10:00） 美野里（平成 27 年 8 月～ 9 月生）

12 火 玉里保健福祉センター 1 歳 6 か月児健診（13:00 ～ 13:30） 小川・玉里（平成 26 年 11 月～ 12 月生）
15 金 玉里保健福祉センター ハローベビー教室：妊娠編（9:00 ～ 9:15）妊婦およびご家族　※要予約
22 金 四季健康館 3 歳児健診（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成 24 年 12 月 21 日～平成 25 年 2 月 20 日生）
29 金 小川保健相談センター 4 か月児健診（13:00 ～ 13:30） 小川・玉里（平成 28 年 2 月～ 3 月生）

●成人保健事業
とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
3 日 玉里保健福祉センター 子宮頸がん検診（12:30 ～13:10） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）

5 火 玉里保健福祉センター 住民健診 (9:30 ～ 11:30,13:30 ～ 15:00) 申し込み不要 ※直接健診会場にお越しください
四季健康館 リハビリ教室 ※事前登録（予約）制 / 注１

7 木 小川保健相談センター 住民健診 (9:30 ～ 11:30,13:30 ～ 15:00) 申し込み不要 ※直接健診会場にお越しください
玉里保健福祉センター こころのデイケア（9:30 ～ 10:00） ※事前登録（予約）制 / 注 2

8 金 小川保健相談センター 住民健診 (9:30 ～ 11:30,13:30 ～ 15:00) 申し込み不要 ※直接健診会場にお越しください

12 火 四季健康館 住民健診 (9:30 ～ 11:30,13:30 ～ 15:00) 申し込み不要 ※直接健診会場にお越しください
リハビリ教室 ※事前登録（予約）制 / 注 2

13 水 四季健康館 子宮頸がん・乳がん検診（12:15～13:00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）

14 木 四季健康館
乳がん検診（10:00 ～ 10:45） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）子宮頸がん・乳がん検診（12:15～13:00）
こころの健康相談（9:30 ～ 11:00） 要予約（こころの病気に関する心配事がある方）

19 火 四季健康館 リハビリ教室 ※事前登録（予約）制 / 注１

21 木 小川保健相談センター 乳がん検診（10:00 ～ 10:45） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）子宮頸がん・乳がん検診（12:15～13:00）
四季健康館 こころのデイケア（9:30 ～ 10:00） ※事前登録（予約）制 / 注 2

22 金 小川保健相談センター 子宮頸がん・乳がん検診（12:15 ～13:00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）
24 日

玉里保健福祉センター 総合健診（7:00 ～ 10:30） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）25 月
27 水
27 水 四季健康館 リハビリ教室 ※事前登録（予約）制 / 注１

28 木
玉里保健福祉センター 住民健診 (9:30 ～ 11:30,13:30 ～ 15:00) 申し込み不要 ※直接健診会場にお越しください
小川保健相談センター こころの健康相談（9:30 ～ 11:00） 要予約（こころの病気に関する心配事がある方）
四季健康館 健診結果説明会 (12:30 ～ 13:15) 6 月に美野里会場で総合・住民健診を受けた方

31 日 四季健康館 乳がん検診（10:00 ～ 10:45） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）子宮頸がん・乳がん検診（12:15 ～13:00）

※事前登録（予約）制・要予約の事業につきましては、各会場へお申し込みください。
注 1：脳血管疾患等の後遺症があり、機能訓練が必要な方（要介護認定者を除く）

【問い合わせ】 四季健康館　　　　　　　☎：0299-48-0221
小川保健相談センター　　☎：0299-58-1411
玉里保健福祉センター　　☎：0299-48-1111（内線 3310・3311）

健康増進課　　平日　8：30 ～ 17：15

注 2：こころの病気があり、グループ活動が可能な方
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住宅用火災警報器の寿命は約 10年です
　皆さまの住宅（寝室や階段室）に設置されている住宅用
火災警報器の設置が義務化されてから 10年になりました。

　設置から 10年の住宅用火災警報器は、電池切れの時期に
なってきています。電池切れや、古くなった電子部品の寿
命等で火災を感知しなくなることがあるため、とても危険
です。10年を目安に取り替えましょう。

・正常な場合は

「作動点検」していますか？

　機種によって異なりますが「ピピ、ピーピーピー」や、「ピーピー火事です」等の
正常をお知らせするメッセージや、火災警報音が鳴ります。

・音が鳴らない場合は

　電池がきちんとセットされているか、確認してください。
それでもならない場合は、電池切れか機器本体の故障です。
取扱説明書をご覧ください。

▶電池は、きちんとセット
　されているかご確認ください。
▶それでも鳴らない場合は、「電
　池切れ」か「機器本体の故障」
　ですので、取扱説明書をご覧く
　ださい。
　また、「電池切れ」や「機器本
　体の故障」の場合は、速やかに
　電池や機器本体の交換をお願い
　します。
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区　　分 4 月中 累　　計
火　　災 1 11
救　　急 139 635

急　　病 77 403
交通事故 20 73
一般負傷 27 86
そ の 他 15 73

小美玉市管内における火災・救急出場件数＊ＡＥＤの使用法を含めた救急講習会等およ
び防火教室について、随時各消防署におい
て受け付けを行っていますので、受講希望
者は下記までご連絡ください。

◇小 川 消 防 署　0299-58-4611
◇美野里消防署　 0299-48-2266
◇玉 里 消 防 署 　0299-58-0555

平成 28 年火災発生・救急出場件数

連　絡　先

住宅用火災警報器の設置は義務です！！

住宅用火災警報器は、火災から逃げ遅れることを防ぐためだけでなく、早期発
見により、火災の拡大を防ぐことにもつながります。まだ設置していない方は、
今すぐ設置しましょう。

医療市民講座（ひざの痛み）開催のご案内
　ひざの痛み、がまんしていませんか？痛みで歩くのがつらい、O 脚ぎみになってきた、イスからの立ち上
がりが痛い ･･･ そのような方に向けた医療市民講座を開催します。参加は無料です。お気軽にご参加ください。

【日　時】6 月 26 日（日）14：00 ～ 15：30
【場　所】医療専門学校水戸メディカルカレッジ 3 階講堂（水戸市東原 3-2-5 水高スクエア内）
【テーマ】ひざの痛みをよくしよう！～原因を知って治しましょう～
【講　師】北水会記念病院　整形外科　医師　（社）日本整形外科学会認定整形外科専門医　医学博士　塚田幸行

　　　　  北水会記念病院　理学療法士　森　翔
【対　象】ひざの痛みにお悩みの方やそのご家族
【定　員】200 名（要申し込み）※講座の前後に、医師・理学療法士による個別相談（要申し込み）や、ひざ痛  

　　　　　　　　　　　　　　　  予防教室（申し込み不要）も行いますのでぜひご参加ください。
【送　迎】無料自宅送迎サービス（要申し込み）、無料シャトルバスもございます。
【申し込み方法】電話またはメール
【申し込み締め切り】6 月 20 日（月）※定員になり次第、締め切らせていただく場合がございます。
【申し込み・問い合わせ】北水会記念病院総務課　☎：029-303-3003

                                                                                                メールアドレス hospital@hokusuikai-kinen.jp

子共部屋
（寝室） 階段 寝室
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婚活相談

　NPO 新和会ではご本人・親御さまからの婚活
に対しての悩み事やご相談に無料でお応えする
相談会を開催します。結婚に関する悩みを抱え
ている方お気軽にお越しください。

【日　時】6 月 19 日（日）9：00 ～ 12：00
【会　場】友部公民館 1F　相談室

　　　　（笠間市中央三丁目 3 番 6 号）
【会　費】無料　※要予約
【申し込み方法】お電話にて申し込みください。
【主催・問い合わせ】

NPO 法人新和会　☎：0296-73-5185

石岡警察署からのお知らせ
４月末現在の小美玉市内の事故発生状況
　　　　　　　　　            （前年比）

○発生件数　　　５４件（－　４）
○死　者　数　　　　２件（＋　２）
○負傷者数　　　６７件（－　６）
○物損件数　　３２６件（－３１）

※平成 28 年 1 月 1 日からの累計件数

日本心臓ペースメーカー友の会茨城県支部講演会のご案内

【日　時】6 月 19 日（日）13：00 ～ 16：00
【会　場】土浦市社会福祉協議会　会議室

　　　　   （土浦市大和町 9-2）☎：029-821-599
【プログラム】

受け付け   12：30 ～
講演会　   13：00 ～ 14：30（約 1 時間 30 分の予定）
講　師　   総合病院土浦協同病院
　　　　   循環器内科　久佐　茂樹先生
演　題　   心臓の病気　予防と対応
　　　　  （心臓ペースメーカーと最近の話題を中心に）
                    Q&A 　14：30 ～ 16：00
閉　会　  16：00（予定）

【会　費】500 円（資料代）
【連絡先】☎：0297-83-6199（栗山方）

　　　　　　  090-3598-2986

税務職員採用試験を行います
　税務署や国税局で勤務する「税のスペシャリス
ト」、税務職員（国家公務員）を募集します。

【受験資格】
①平成 28 年 4 月 1 日現在高校または中等教育学
　校を卒業した翌日から 3 年を経過していない者
　および平成 29 年 3 月までに高校または中等教
　育学校卒業見込みの者。
②人事院に上記①に準ずると認められた者。

【申込方法】
下記のアドレスからお申し込みください。
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
原則はインターネット申し込みですが、できない
場合には希望する第 1 次試験地を管轄する人事院
各地方事務局へ郵送、または持参して必要書類を
提出してください。

【受付期間】
・インターネット申し込み
　6 月 20 日（月）9：00 ～ 6 月 29 日（水）（受信有効）

・郵送または持参
　6 月 20 日（月）～ 6 月 22 日（水）
　※ 6 月 22 日（水）までの通信日付印有効。

【試験期日】
第 1 次試験：9 月 4 日（日）
第 2 次試験日：10 月 12 日（水）～ 10 月 21 日（金）
　　　　　　   のいずれか第 1 次試験合格通知書
　　　　　　   で指定する日時

【合格発表】
第 1 次試験：10 月　6 日（木）
最  終  合  格：11 月 15 日（火）

【問い合わせ】
関東信越国税局人事第二課試験係
☎：048-600-3111（内線 2097）
8：30 ～ 17：00（土・日・祝日等の休日を除く）
※インターネット申し込みについての問い合わせ
　は、人事院人材局試験課
　☎：03-3581-5311（内線 2333）まで

船舶免許更新失効講習会

【日　時】6 月 24 日（金）　9：00 より
【場　所】潮来ホテル　☎：0299-62-3130

　　　　（潮来市あやめ 1-10-7）
【必要書類】
・船舶免許コピー　1 枚
・写真（タテ 4.5cm ×ヨコ 3.5cm）2 枚
・住民票（本籍地記載）1 枚
・料金　11,000 円（更新）
　　　   16,000 円（失効）

【申し込み方法】
必要書類を添えてお申し込みください

【申し込み締め切り】6 月 10 日（金）
【問い合わせ】

水郷ボートサービス（株）　☎：0299-63-1231
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この広報紙は、環境に優しい植物油インキで印刷しています。次回お知らせ版 7月号の発行日は 6月 23 日（木）です。

人口と世帯数（平成２８年５月１日現在）

世帯数……………………２０，５１５戸（－　２０）

　男　……………………２６，４３９人（ー　６１）

人　口……………………５２，１９８人（ー　９５）

　女　……………………２５，７５９人（ー　３４）

※住民基本台帳法の改正により、平成２４年９月から
外国人住民も含んだ数値になっています。

【問い合わせ】市長公室　秘書広聴課　広報広聴係
☎：0299-48-1111　内線 1212・1213

より豊かで魅力あるまちづくりのための意見を、
市長に直接お話ししてみませんか？

と　き　６月２９日（水）　１０：００～１２：００
ところ　本庁２階　第 2 会議室

　　　※対話は１人３０分程度でお願いします。

　　　※事前にご予約をお願いします。

６月１５日　
７月１３日※

社会福祉協議会小川支所
☎：0299-58-5102

６月２２日※
７月２０日　

社会福祉協議会美野里支所
（四季健康館内）

☎：0299-36-7330
７月　６日　
７月２７日※

社会福祉協議会本所
☎：0299-37-1551

悩んでいること、困っていることなどがありましたら、
お気軽にご相談ください。
相談は無料です。
相談内容：健康、医療、教育、福祉、財産等について
※は弁護士が相談に応じます。事前にご予約ください。

【時　間】１３：３０～１６：３０（お一人様２０分）

6 月２１日
１３：３０～１５：３０
玉里総合支所　１階　相談室
大山　進　相談委員

６月１５日
１３：３０～１５：３０
小川総合支所　１階　会議室
村尾　實　相談委員

６月２３日
１３：３０～１５：３０
小美玉市役所　2 階　第 3 会議室
石﨑　渡　相談委員

【問い合わせ】市長公室　秘書広聴課　広報広聴係
☎：0299-48-1111　内線 1212・1213

国の仕事に関する苦情・要望などの相談を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。予約は不要です。

（　　）は前月比

行政書士無料相談会
【開催日】6 月 21 日（火）１３：００～１６：００
　　　　予約は不要です。
　　　　　（受付順・相談は１人 30 分程度でお願　
　　　　  いします。）

【場　所】市役所本庁舎　１階ロビー
【相談内容】遺産分割・相続・遺言関係の相談や土
地活用、国籍、各種契約などに関すること

（必要に応じ、行政書士以外の専門家、専門機関の
紹介なども行います）

【相談員】茨城県行政書士会水戸支部　会員
【問い合わせ】水戸支部事務局　木村　☎：029-251-3101

６月の納税・納付

・国民健康保険税　第２期（暫定）

（※納期限は、６月３０日です）

・市県民税　第 1期

～税や料金などの納付は口座振替が便利です～
口座振替は納付忘れや納付場所に行く手間が省けます

６月 休日診療当番医（外科）
◆受付　９：００～１１：３０・１３：００～１５：３０

日 場　　所 住　　所 電話番号

5 石岡市医師会病院 石岡市大砂 10528-25 0299-22-4321

12 滝田整形外科 石岡市府中 2-2-12 0299-23-2071
19 石岡市医師会病院 石岡市大砂 10528-25 0299-22-4321
26 八郷整形外科内科病院 石岡市東成井 2719 0299-46-1115

緊急診療（石岡市医師会病院内）0299-23-3515

休日
5・12・19・26 
◆受付　 ９：００～１１：３０
  　　　　１３：００～１５：３０

夜間 4・5・11・12・18・19・25・26
  ◆受付　１８：００～２１：３０
 

６月 緊急診療（内科・小児科）

・介護保険料　第２期（暫定）


